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様式第４号（第 11項関係）  

 

   西脇市審議会等の会議の記録  

 

審議会等の名称  第１回西脇市特別職報酬等審議会  

開催日時  令和５年１２月２６日（火）  

午後６時 30 分～８時 00 分  

開催場所  西脇市役所  ３階  大会議室  

出 席 委 員 の 氏 名 又

は人数  
８名  

欠 席 委 員 の 氏 名 又

は人数  
１名  

出 席 職 員 の 職 ・ 氏

名又は人数  
事務局５名  

公開・非公開の別  非公開  

非公開の理由  会議を公開することにより、公正かつ円滑な会

議運営に著しい支障が生ずると認められる場合

に該当するため。  

傍聴人の数  －  

議題又は協議事項   西脇市特別職（市長、副市長、教育長、議長、

副議長、議員）報酬等の額について  

会議の記録（概要）  

発言者   

１  開  会  

 

２  市長あいさつ  

 

３  委員委嘱  

 

４  委員自己紹介  

 

５  会長・副会長の選出について  

  選出は事務局一任。会長は臼井茂樹委員に決定  

副会長は会長の指名により藤本武彦委員に決定  

 

６  諮  問  

  市長から会長に諮問書を手交  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 2 - 

 

 

会長  

 

事務局  

 

 

 

 

 

 

 

各委員  

 

事務局  

 

 

 

 

各委員  

 

事務局  

 

 

委員  

 

 

事務局  

 

 

 

 

委員  

 

 

 

事務局  

 

 

 

７  審  議  

定足数を満たしており、審議会成立の報告  

 

・会議の公開・非公開について  

 自治基本条例では原則公開となっているが、特別職

及 び 議 員 個 々 の 仕 事 の 質 や 量 に つ い て 議 論 す る 部 分

もあるため、公開することにより率直な意見が出にく

くなるおそれがあることから、審議会は非公開とし、

情報公開の観点から会議録のみを公開（発言者は非公

開）として取り扱うこととする。  

   

 異議なしの声  

 

・審議会スケジュール案の説明  

答申は、３回の審議会を開催する中でとりまとめる

こととし、第２回目の審議会を１月 12日、第３回目の

審議会を１月 25日に開催することとする。  

 

 異議なしの声  

 

・西脇市の財政状況の説明  

・県内及び類似団体と比較した特別職報酬等の説明  

 

 財政支出見通しで、人件費が令和２年度から大きく

増加しているが、原因は。  

 

令和元年度までは、臨時職員と嘱託職員の賃金を物

件費で計上することとなっていたが、令和２年度から

の制度改正に伴い、これらの賃金を人件費で計上する

ことになったため、増加している。  

 

財政支出見通しで、令和元年度と令和４年度の物件

費がほぼ同額であるのは、何か特別な理由があったの

か。  

 

いろんな要因があるが、１つは、光熱水費の増加が

挙げられる。令和４年度は当初予算で計上していた額

では、不足していたため、 12月議会で補正を行った。

その他にも物価高騰に伴い、様々なものが増額になっ
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委員  

 

 

委員  

 

 

事務局  

 

 

 

 

 

 

 

委員  

 

 

 

 

委員  

 

 

 

 

 

 

事務局  

 

 

 

 

委員  

 

 

事務局  

 

 

ていることも主な要因になっている。  

 

 人 件 費 な ど 歳 出 と 歳 入 の バ ラ ン ス が 将 来 に わ た っ

てどうなっていくかも重要な視点だと考える。  

 

議員の定数は、どのように定められているか。計算

式などがあるのか。  

 

 人口が何人だからこうなるといった計算式はない。

定数は、条例で定められており、現在は 16人となって

いる。定数については、条例改正を経て人数を変更す

ることとなる。  

平成 17年の合併当時は、 20人であった。その後、平

成 21年に 18人、平成 25年に 16人になり、現在に至って

いる。  

 

議 員 定 数 を 14人 に し て は ど う か と い う 話 も あ っ た

と記憶している。各地区で議会の方が市民の方にヒア

リングをして、 16人が妥当だろうと結論を出されたよ

うに思う。  

 

資料の中で、賃金は労働の質や量によって決めるべ

きとある。手元の資料では、県内や類似団体と比較し

て、給料がどれくらいの位置にあるかは、把握できる

が、市長がこの２年間、西脇市民が豊かになるために

やったことが分からない。市長が行った実績など仕事

の質というものが分かるような資料はないのか。  

 

 日数などであれば示すことは可能であるが、実績を

示すような資料の作成は難しい。他市の市長の状況を

把握する方法がないので、比較した資料を作ることは

難しい。  

 

マイナンバーカード取得促進は、取り組まれていた

ように思う。  

 

マ イ ナ ン バ ー カ ー ド の 取 得 率 が 上 位 ３ 分 の １ 以 上

の 自 治 体 に 地 方 交 付 税 を 手 厚 く す る と い う こ と で あ

った。令和４年度の取得促進の取組により、令和５年
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委員  

 

 

 

 

 

事務局  

 

 

 

 

 

 

 

 

委員  

 

 

 

事務局  

 

 

 

 

 

委員  

 

 

委員  

 

 

 

 

 

委員  

 

 

度の地方交付税が  1,300万円ほど増加になった。  

 

財政面が厳しい状況であっても、しっかりと業務に

取り組まれているということであれば、報酬に見合う

額になってもいいと思う。  

現在の資料では、周辺市と比較し、おおむねこの程

度の額になるかなといった判断になると思う。  

 

西 脇 市 が 他 市 と 比 べ て よ く な っ て い る か 比 較 す る

資料は、指標が多岐にわたるため、どのように表現す

ることがいいのか難しい部分である。例えば、税収で

あれば、令和３年度と令和４年度においては、コロナ

禍で、税収が減ると見込んでいたが、補助金などによ

る下支えにより、ほとんど下がっていない。他にも１

７５号線についても、早く開通するよう力を入れられ

ている。こういったことは、実績なのかもしれない。  

 

健全化判断比率について、西脇市は将来負担比率が

もっと高いものと想像していたが、思ったより低く安

心した。  

 

西脇市の財政状況については、非常に健全な状態に

ある。ただ、これから税収が減っていく中で、歳入が

不 足 す る と 財 政 調 整 基 金 を 取 り 崩 し て 歳 入 歳 出 の 収

支を合わせていく必要があるので、決して楽観的にな

れるものではない。  

 

西 脇 市 の 財 政 状 況 が 健 全 だ と い う こ と が 分 か っ て

安心した。  

 

市 長 や 議 員 は あ こ が れ る 職 業 で あ っ て ほ し い と 思

う。自分たちが変えるんだという意識を持った子供た

ちや若い世代が増えてほしい。定員を減らして、議員

報酬を上げることにより、議員になってみたいという

人が増えてほしい。  

 

定数を減少することになれば、１人当たりの質は上

がると思う。  

定数を変えるには、住民の方と議員の議論になり、
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委員  

 

 

 

 

 

委員  

 

事務局  

 

 

委員  

 

事務局  

 

 

委員  

 

事務局  

 

 

会長  

 

 

 

 

事務局  

 

 

 

 

そこで減らすべきだという意見が強ければ、議員は議

会に定数を減らす議案を提出するかもしれない。  

 

市長や議員は、４年に１回の選挙で選ばれているの

で、そこで承認されている。ダメだったら落選する。

その後、４年間の評価が悪ければ、次回の選挙で、立

候補しても当選しない。無投票の場合もあるが、基本

的にはそういう形の職業である。  

 

副市長や教育長は、どのように決まるのか。  

 

市長が任命して、議会の同意を得ることになってい

る。  

 

議長は、どのように決まるのか。  

 

議員間の選挙で決める。任期については、２年間で

ある。  

 

議長の仕事内容は、他の議員とは違うのか。  

 

ほぼ毎日、市役所に来られており、また出席する行

事も、他の議員より多い。  

 

本日の審議会での意見を参考にしていただき、委員

各位の意見を取りまとめ、次回審議会で決定していき

たい。  

 

８  その他  

次回の開催日時について、令和６年１月 12日  午

後 ６ 時 30分 か ら 西 脇 市 役 所 ３ 階 の 大 会 議 室 で 開 催

する。  

 

９  閉会  

 

問合せ先  西脇市総務部総務課  

TEL 0795-22-3111 ／  FAX 0795-22-1014 

 


